
復興公営住宅の検討状況について

平 成 2 5 年 1 0 月
双葉町復興推進課

福島県の検討状況

○復興公営住宅は、原子力災害により避難指示を受けている方が
入居できる公営住宅です。

○福島県は、いわき市、南相馬市、郡山市などに、全体で概ね
3700戸を、平成27年度までの入居を目指して整備する予定です。

【3700戸の内訳】

※整備戸数は、現時点の目安であり、今後の協議において決
定されるものです。

※3700戸のうち、双葉町を始めとする各町村の枠は、福島県、
他の町村との今後の協議の中で決められます。

○3700戸のうち、第1期分として、500戸が平成26年度に入居が開
始できるよう、建設が進められています。

【第1期分500戸の内訳】

※第1期分の募集方法は、今後、福島県、他の町村との協議に
より決めていくことになっており、現時点では決まっていません。

※詳細は、別紙・福島県資料をご覧ください
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二本松市・桑折町・川俣町・
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市 名 地区名 戸 数 市 名 地区名 戸 数

郡山市 安積町 ３０ 会津若松市 古川町 ２０

富田町 ４０ 門田町 ７０

日和田町 ２０ 計 ９０

富久山町 ２０ いわき市 常 磐 ５０

喜久田町 ５０ 小名浜 ２００

計 １６０ 計 ２５０

双葉町住民意向調査 同封参考資料
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○第1期分（500戸）の建設イメージは、以下のとおりです。
・鉄筋コンクリート造（３～5階建）の集合住宅になります。

・間取りは、２ＬＤＫと３ＬＤＫを基本としたものになります。

・いわき市小名浜、郡山市麓山において、復興公営住宅の「モデル
ルーム」の開設が、平成25年度中に予定されています。

※設計は、建設場所ごとに行われるため、場所によって仕様は異
なります。これは、あくまで標準的なイメージです。

※今後整備される建物（全体3700戸から第1期分500戸分を除いた
もの）の住宅設計については、今後、福島県、各町村、受入自治
体との調整を経て、決められます。

福島県営復興公営住宅のイメージ図

先行整備分の間取りの一例

2LDK 55㎡ 3LDK 70㎡
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双葉町の取組

○双葉町は、現時点において、「双葉町外拠点」としている、いわき
市、郡山市、南相馬市に整備される復興公営住宅に町民がまと
まって入居できるよう、福島県に要請しています。

○いわき市には、双葉町のほか、富岡町、浪江町、大熊町が希望
しています。現在、４町と、国、福島県、いわき市との間で協議を
進めています。

○県は、復興公営住宅をいわき市内の複数箇所に分散して整備
する計画です。現在、県が用地の選定を進めています。

○町は、町役場事務所が所在する「いわき市南部」に今後整備さ
れる復興公営住宅をメーンの拠点として、町民がまとまって入
居できるよう、協議を進めています。

また、通勤等の利便を考慮し、「いわき市中部」に整備される復
興公営住宅にも町民が入居できるよう一定の枠を要請する予
定です。

○いわき市南部に整備される復興公営住宅には、多くの町民の希
望が見込まれることから、高齢者福祉施設などの諸施設の併設
についても、今後、協議していきます。

いわき市の進捗状況

○郡山市には、双葉町のほか、富岡町、大熊町が希望しています。
現在、３町と、国、福島県、郡山市との間で協議を進めています。

○県は、復興公営住宅を郡山市内の9カ所（うち5カ所は先行整備
分）＋α に整備する計画です。現在、県が用地交渉等を行って
います。

○郡山市に整備される復興公営住宅は、数十戸単位の小規模な
集合住宅が分散して整備されますので、町としては、町民コミュ
ニティの観点から、できるだけ、町民は数か所の建物にまとまっ
て入居できるよう、今後、協議をしていきます。

郡山市の進捗状況
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今後の予定

○南相馬市には、双葉町のほか、浪江町、飯舘村が希望していま
す。現在、３町村と、国、福島県、南相馬市との間で協議を進め
ています。

○県は、復興公営住宅を南相馬市内の2カ所に整備する計画で
す。現在、県が用地交渉を行っています。

○町としては、町民コミュニティの観点から、できるだけ、１か所に
まとまって入居できるよう、今後、協議をしていきます。

南相馬市の進捗状況

○白河市及び福島市については、今回実施する「住民意向調査」
の結果を踏まえて、必要な整備を福島県に要請します。

○会津若松市など上に示した以外の市町村に福島県が整備する復
興公営住宅については、町村を限定しない枠が設けられることか
ら、その枠内で希望する双葉町民が入居できるよう、福島県と調整
します。

○福島県外に復興公営住宅の整備を求める要望に関しては、福島
県に対して、その要望を伝えています。

○今回の「住民意向調査」の結果を踏まえて、各場所ごとの整備戸
数、仕様などの協議を加速させていきます。

○具体的な整備計画が明らかとなった時点で、改めて町民のみなさ
んにお知らせします。

○その上で、具体的な入居希望をお伺いすることとなります。

（問い合わせ先）双葉町 いわき事務所 復興推進課 復興推進係

〒９７４－８２１２ 福島県いわき市東田町二丁目１９－４

電話：０２４６－８４－５２００（代表） FAX：０２４６－８４－５２１２4



福島県で現在整備を進めている復興公営住宅についてお知らせします。

○ 復興公営住宅とは、原子力災害により避難指示を受けている方が

入居できる公営住宅です。

（募集の時点で、現に避難指示が出ている区域に、平成２３年３月１１日現在

居住していた方が対象となります。）

○ 復興公営住宅は、避難されている方々のコミュニティの維持･形成の

拠点となるもので、平成２７年度までの入居を目指し整備します。

○ このため、入居に当たっては、市町村単位や親族同士、仮設住宅等で

築かれたグループでの入居に配慮します。

また、高齢者、障がい者、子育て世帯等の入居に配慮します。

○ コミュニティ集会室等を拠点に、入居者同士や地域にお住まいの

近隣住民の方々との交流を図ります。

○ 全体で概ね３，７００戸を平成２７年度までの入居を目指し整備します。
（戸数については、現時点での戸数であり、今回の調査結果等を参考に、今後見直

していきます。）

○ 現時点での主な整備予定地域は以下の市町村となりますが、今後の
国、県及び関係自治体との協議において決定していきます。

【主な整備予定地域】
・福島市 ・会津若松市・郡山市 ・いわき市 ・二本松市 ・南相馬市
・桑折町 ・川俣町 ・大玉村 ・三春町 ・その他

※ 市町村営の復興公営住宅も全体の整備戸数に含みますが、建設や入居に当たっての
考え方については、設置する市町村が定めます。

コミュニティの拠点となります

整備戸数及び整備予定地域

復興公営住宅とは

復興公営住宅について
福島県

別紙　福島県資料
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○ 第１期分は、いわき市、郡山市、会津若松市において合計５００戸の
建設を進めています。

○ 第１期分は、平成２６年度に順次入居開始予定です。
○ 構造は、鉄筋コンクリート造（３～５階建）の集合住宅となります。

市 名 地 区 名 戸 数 市 名 地区名 戸 数
郡山市 安 積 町 ３０ 会津若松市 古川町 ２０

富 田 町 ４０ 門田町 ７０
日和田町 ２０ 計 ９０
富久山町 ２０ い わ き 市 常 磐 ５０
喜久田町 ５０ 小名浜 ２００

計 １６０ 計 ２５０
合計 ５００

○ この他、福島市（４８戸）、郡山市（１２７戸）及び二本松市（７０
戸）の計２４５戸も、県営で整備することを決定しております。

復興公営住宅第１期分（500戸）の整備予定地域
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○ 玄関から居室内まで、段差のないバリアフリーとします。

○ ３階建て以上の建物には、全てエレベーターを整備します。

○ 太陽光発電設備を設置するとともに、エネルギー効率のよい住宅を

整備します。

○ 地域の気候に配慮し、特に会津地方では、サンルームを設置します。

※ 居室内も段差のないバリアフリー構造とします。

※ 防音にも配慮します。

復興公営住宅の特徴

標準設計プランのイメージ

県営上並松団地（福島市）の事例

コミュニティ集会室
居 室 内

県営東桜ガ丘団地（喜多方市）の事例

エレベーター

県営東桜ガ丘団地（喜多方市）の事例

廊 下

県営東桜ガ丘団地（喜多方市）の事例
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○ 避難中の家賃は原則として、避難指示解除後の相当期間までは賠償の

対象となります。

（ただし、原子力損害賠償紛争審査会の議論の結果等を踏まえ、家賃の取扱いに

ついて再整理されることがあります。）

【復興公営住宅家賃の例】
＊ 復興公営住宅へ入居する際の家賃の例については下記のとおりです。

＊ 家賃額は、収入額、面積（間取り）等によって決定します。

また、経過年数等により毎年家賃額は変化します。

モデル① 高齢夫婦世帯 〔 ２ＬＤＫ(65㎡) 〕

○世帯年収入 １，３００，０００円（夫婦とも国民年金）

（本来の家賃月額） ２２，９００円

◎特別低減家賃月額※ ７，０００円

モデル② 高齢夫婦世帯 〔 ２ＬＤＫ(65㎡) 〕

○世帯年収入 ２，４５０，０００円（夫：厚生年金、妻：国民年金）

（本来の家賃月額） ２２，９００円

◎特別低減家賃月額※ １１，９００円

※「特別低減家賃」・・東日本大震災の被災者向けに、特別に負担軽減を図った家賃です。

収入が変わらない場合、入居6年目から段階的に本来の家賃額に

近づき、11年目以降は本来の家賃額となります。

モデル③ 夫、妻（無職）、子２人（高校生、中学生）の世帯〔 ３ＬＤＫ(75㎡)〕

○世帯年収入 ３，８９０，０００円

◎家賃月額 ２６，４００円

モデル④ 夫、妻（無職）、子２人（高校生、中学生）の世帯〔 ３ＬＤＫ(75㎡) 〕

○世帯年収入 ６，３００，０００円

◎家賃月額 ７０，１００円（収入に応じて算定される家賃の最高額）

＊一定額の収入を超える世帯は、収入に応じ入居４年目から８年目にかけて周辺の同程度
の民間アパート等の家賃額（１０万円程度）となります。

【問い合わせ先】

福島県 避難地域復興局 生活拠点課
Ｔｅｌ：０２４－５２１－８６１７

F a x：０２４－５２１－８３６９

m a i l：seikatsukyoten@pref.fukushima.lg.jp

復興公営住宅の家賃

8




